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１．はじめに

■前回の事業再評価（R2）より5年経過し、また、事業費の変更を予定。

■「再評価実施後一定期間が経過している事業」に該当するため、事業再評価を実施する。

今回、事業再評価を実施する理由

○「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」の第３ １(４)
⇒「再評価実施後一定期間が経過している事業」に該当
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１)地すべりの概要

２

此田地区

【位置図】

国道418号
・中部電力飯島発電所

和田地区
・飯田広域消防阿南消防署和田分署
・和田保育園 ・遠山郵便局
・福祉の里
（特養老人ホーム、デイサービス）

２．事業の概要

■此田地区の地すべり(以下、「此田地すべり」と称す。)は、
中央構造線が通過しており、崩壊の多発地帯となっていま
す。

■地すべり地の下流には、国道152号や国道418号、三遠南信自
動車道小嵐バイパス（建設中）、発電所等の重要な保全対象
が存在しています。

■昭和51年に地すべり防止区域に指定され、昭和63年に直轄事
業化されています。

Cブロック

Bブロック
Aブロック

中央構造線

年 地すべり対策事業の経緯

昭和51年
「地すべり防止区域」の指定
 地すべり調査開始（長野県）

昭和58年 地すべり調査開始（建設省）

昭和60年 「地すべり防止区域」の追加指定

昭和63年
「直轄地すべり対策事業」の指定
「Aブロック」対策工事着手

平成12年 「Bブロック」対策工事着手

平成17年 「Cブロック」対策工事着手

平成25年 「Ｂブロック」対策工事完了

平成26年 「Cブロック」対策工事完了

令和６年 「Aブロック」対策工事完了

直轄事業

※対策工の効果を確認中

こおろし

こおろし

こおろし



年 被害状況 関連降雨

昭和初期

・豪雨時または豪雨後、練り石積み

擁壁が傾動し沈下、コンクリート

擁壁・コンクリート水路等に亀裂。

・押し出し等が長期に亘る

－

昭和51年

・民家２軒が傾動

・コンクリート擁壁、

練り石積み擁壁の亀裂が拡大

147mm/day（9月8日、台風第17号と前
線による降雨）

昭和58年
・路面の沈下、クラック、

はらみだし、擁壁の変状等 
230mm/day（9月28日、台風第10号によ
る降雨）

昭和62～

63年

・民家床下に亀裂

・道路に亀裂 
124mm/day（昭和63年6月3日、低気圧
による降雨）

民家が傾動

地すべり活動により押し出されたブロック積擁壁 

地すべり活動による人家傾動 ■地 す べ り に よ る  主 な 災 害 履 歴

■主要な災害履歴
■此田地区は、古くから地すべり活動を繰り返しており、昭和初期には、
擁壁の沈下や押し出しがみられました。

■昭和51年9月豪雨を始め、豪雨時または豪雨後、地すべり活動によ
る、人家の傾動等地域社会に大きな影響を及ぼす被害が発生して
います。

（写真は昭和62年頃撮影） ３



遠山川砂防出張所

阿南消防署和田分署

国道418号
天然ダム決壊

此田地区地すべり被害想定区域図
（天然ダム決壊時）

此田地すべり

崩壊箇所

湛水による被害が
想定される範囲

南信濃福祉企業センター

飯島発電所

遠山荘
（特別養護老人ホーム）

■想定される被害

■想定される被害
・地すべり崩落により天然ダムが形成され、決壊による下流側の人家、公共施設等の被害が想定されます。

    土石流氾濫範囲

和田集落

国道152号

項目 種 別，数 量

想定被災

農地面積

田   177,000m2

  畑  135,000m2

合計 312,000m2

想定被災

世帯数
75世帯

主要公共

施設等

消防署、

国道152号、国道418号、

飯島発電所

災 害 時

要配慮者
利用施設

特別養護老人ホーム

南信濃福祉企業センター

４

霜月祭り実施箇所

霜月祭り実施箇所

霜月祭り実施箇所

想定される災害の概念図

地すべり 天然ダムに起因する土石流及び湛水

地すべり発生箇所

地割れ

建築物に亀裂

土石流により被害
が想定される区域

天然ダム



２）事業の目的及び計画内容
■事業の目的

■此田地すべり地の下流には、国道や飯島発電所等が存在し、地すべり災害が発生した場合、甚大な人的・経済的被害が

想定されます。

■此田地区では、地すべりによる災害から、人家、公共施設に対する被害を防止することを目的として実施をしています。

■此田地すべりは、規模が大きく、地すべり発生機構の解明や対策を検討するためには、専門技術による判断と客観的かつ
総合的な評価が必要です。

■このため、地すべり機構・対策に造詣の深い有識者の助言・提言を得ることを目的として「天竜川中流域地すべり検討委
員会」を設立し、地すべり機構とその対策の基本的な方針等について検討しています。

■全体事業費：１０４億円（前回評価時１０２億円）
※増額理由：土砂搬出箇所変更に伴う運搬費用等の増加、建設資材単価や労務単価の上昇

■事業期間 ：昭和６３年度～令和９年度
■費用対効果：１．５（前回評価時１．３）
■主な対策工：抑制工(表面排水路工、集水井工、横ボーリング工)

対策工イメージ図

集水井
横ボーリング

表面排水路

天竜川中流域地すべり検討委員会
開催状況

５



ブロック名 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Aブロック

Bブロック

Cブロック

観測

工 種 施工済み数量 進捗率

表面排水路工 3,077m

当初計画を
すべて施工済み※

集水井工 63基

横ボーリング工 18,527m

鋼管杭工 868m

(1)事業の進捗状況
ハード対策
■昭和63年に事業に着手、対策工を実施してきました。
■全ブロック（Aブロック、Bブロック、Cブロック）において、令和６年度ま
でに現在計画している対策工の施工が完了しました。

ソフト対策

■地盤伸縮計や孔内傾斜計、パイプ歪計などの地すべり観測機器によるリアル

タイム監視を行っています。

■地すべりの動きを監視し、対策工の効果を確認しているところです。

：対策工
  施工時期
：観測期間

■当面の実施状況

■今後、対策工の効果を確認するための観測や、ソフト対策によるリアルタイム監視を継続する予定です。

集水井工（R6.3完成）

対策工平面図

６

※直轄地すべり防止工事完了の考え方（R5.12；国土交通省）に基づき、事業完了に向けた
地すべり対策施設の効果評価実施にむけた観測を実施中

地下水の排除状況

Cブロック

Aブロック Bブロック

対策工・観測の実施時期

３.評価の視点
１)事業の必要性に関する視点



(2)事業費の見直しについて

７

増 額 理 由 増額

① 土砂搬出箇所変更に伴う運搬費用等の増額 約０．７億円

② 社会情勢の変化（労務単価等の上昇）に伴う増額 約０．９億円

■事業計画変更の内容
①土砂搬出箇所変更に伴う運搬費用等の増加 約０．７億円の増加
②社会情勢の変化（労務単価等の上昇）に伴う事業費の増加 約０．９億円の増加

→事業費の増額 １０２億円 → １０４億円（約２億円の増額）

①土砂搬出箇所変更に伴う運搬費用等の増額

■当初予定していた土砂搬出箇所(計画）が地元自治体と調整の結果、土砂搬出箇所（実績）に変更することになり、運搬距
離が延び、運搬費用等が増加しました。

此田地区
地すべり事業

土砂搬出箇所（計画）
（飯田市南信濃八重河内）

運搬距離 ３．５km

土砂搬出箇所（実績）
（下伊那郡阿南町和知野）

運搬距離 １５．０km

土砂搬出箇所と運搬経路の変更

土砂搬出箇所（計画）
運搬経路 （計画）
土砂搬出箇所（実績）
運搬経路 （実績）

当初は飯田市に斡旋された土砂搬出箇所へ搬出
する計画でしたが、R5年の大雨によりこの地域で
土砂崩れが発生し、道路等に土砂が流出したこと
から、当初の搬出先が緊急的な土砂処分場として
使用されることとなりました。

狭隘な山間地域であり処分先の決まらない残土
を仮置きしておく場所も無く、再度地元自治体と
調整した結果、阿南町の土砂搬出箇所へ搬出する
調整がつきましたが、当初より運搬距離が長くな
りました。

■搬出先変更の理由



■原材料費及びエネルギーコストの世界的な高騰、コロナ禍からの世界経済の回復に伴う需要拡大によって、前回（令和２
年度）に比べて、労務単価や建設資材単価が上昇しています。

■前回評価時の令和２年度から令和７年度までに労務単価の上昇率は、約１９～２２％です。

■また、令和２年度から令和７年度までに建設資材単価が約２３％上昇しました。

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

R2 R3 R4 R5 R6 R7

抑制工

1.23

(2)事業費の見直しについて

8

■労務単価の上昇 ■建設資材単価の上昇
令和2年度から令和7年度までに労務単価が約１９～２２％上昇 令和2年度から令和7年度までに建設資材単価が約２３％上昇

労務単価及び建設資材単価の上昇

②社会情勢の変化（労務単価等の上昇）に伴う増額



全体事業 残事業 全体事業 残事業

1.3 1.4 1.5 1.8

291.6億円 10.5億円 424.0億円 2.5億円

①直接被害軽減効果 164.5億円 5.9億円 231.9億円 1.3億円

②間接被害軽減効果 5.7億円 0.2億円 9.1億円 0.1億円

③人命保護効果 40.9億円 1.5億円 88.5億円 0.5億円

④交通途絶被害軽減効果 4.3億円 0.2億円 5.6億円 0.03億円

⑤発電所被害軽減効果 12.6億円 0.5億円 15.5億円 0.1億円

⑥観光被害軽減効果 0.5億円 0.02億円 0.2億円 0.001億円

⑦土砂処理費用軽減効果 63.0億円 2.3億円 73.2億円 0.4億円

⑧残存価値 0.04億円 0.003億円 0.01億円 0億円

222.2億円 7.4億円 287.2億円 1.3億円

⑨事業費 221.9億円 7.4億円 286.8億円 1.3億円

⑩維持管理費 0.3億円 0.03億円 0.4億円 0.001億円

総費用　C ○物価上昇による建設資材単価及
び労務単価の増加
○建設費算出における工事諸費取り
扱いの減額

費用対効果B/C ○各種資産評価単価及びデフレー
ターの更新
（R2年度→R7年度）
○交通センサスデータの更新
（H27年度→R2年度）
○国勢調査データの更新
（H27年度→R2年度）
○地すべり対策事業の費用便益分
析マニュアル（案）
（H24年4月→R3年1月）
○治水経済調査マニュアルの改定
（R2年4月→R7年7月）
○公共事業評価の費用分析に関す
る技術指針（共通編）
（H21年6月→R6年9月）

総便益　B

便益

前回評価
（令和2年度）

今回評価 前回評価との
主な変更点

残事業
B/C

全体事業
B/C

残事業費
（＋10％～－10％）

1.7～2.0 1.5～1.5

残工期
（-10％～＋10％）

1.8～1.9 1.5～1.5

資産
（－10％～＋10％）

1.7～2.0 1.4～1.6

■費用対効果分析は、「地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル（案）」（令和3年1月、令和6年4月一部改定、国土交通省水管理・国土保全局砂防部）、
「治水経済調査マニュアル（案）」（令和7年7月 国土交通省河川局）等に規定されている手法により評価しています。

２）費用対効果分析

９

＜全体＞
〇総便益B：評価時点を現在価値化の基準点とし、地すべり対策施設の整備期間と地すべり対策施設の完成から50年間ま
でを評価対象期間として、年平均被害軽減期待額を割引率※を用いて現在価値化したものの総和
〇総費用C：評価時点を現在価値化の基準点とし、地すべり対策施設の整備期間と地すべり対策施設の完成から50年間ま
でを評価対象期間として、建設費と維持管理費を割引率※を用いて現在価値化したものの総和
※割引率：将来の便益や費用を現在の価値として統一的に評価（現在価値化）する際に割り引くための比率であり、「社会
資本整備に係る費用対効果分析に関する統一的運用指針」により4.0%を適用し、参考値として2％、1％を算定する。
※今回評価基準年：令和7（2025）年度
※評価対象事業：昭和63（1988）年度から令和9（2027）年度までの地すべり対策事業
※実施済の建設費は実績費用を計上

＜総便益Bの内訳＞
①直接被害軽減効果：地すべりが滑動し土砂が崩落することによ
る一般資産（（家屋、家庭用品、事業所、農作物等）や公共土木
施設等の被害を軽減する効果）
②間接被害軽減効果：地すべりが滑動し土砂が崩落することによ
る事業所の営業停止損失、家庭や事業所における応急対策費
用等を軽減する効果
③人命保護効果：地すべりが滑動し土砂が崩落することによる直
接被害の人身被害（逸失利益）、精神的被害である人身被害
（精神的損害額）を軽減する効果
④交通途絶被害軽減効果：地すべりが滑動し土砂が崩落すること
による交通途絶期間（土砂撤去・舗装復旧期間）における交通
迂回に伴う走行時間・経費・交通事故を軽減する効果
⑤発電所被害軽減効果：地すべりの滑動により被災することで発
電能力を喪失することにより、不特定多数の人に生じる不便益
を軽減する効果
⑥観光被害軽減効果：地すべりの滑動により観光客の入り込み
が長期間にわたって減少したことによる地域における観光収入
減を軽減する効果
⑦土砂処理費用軽減効果：地すべりが滑動し土砂が崩落すること
による土砂撤去費用を軽減する効果
⑧残存価値：評価対象期間後において施設が有している価値

※①～⑦は、「地すべり対策事業がない場合」と「地すべり対策がある場合」の被害の差額を算定。

＜建設費Ｃの内訳＞
⑨事業費：地すべり対策事業整備に要する費用（残事業はR8（2026）年度以降）
⑩維持管理費：地すべり対策事業整備後の評価期間（50年）に要する維持管理費用（県へ移管後）

【参考】

社会的割引率※ 総便益B 総費用C B/C

4% 423.7億円 287.2億円 1.5

2% 490.3億円 276.6億円 1.8

1% 546.0億円 271.5億円 2.0

※R5年度以降の社会的割引率を2%及び1%とした場合の費用対効果(B/C)を算定



長野県への意見聴取の結果は、下記の通りです。

５．対応方針（原案）

以上のことから、此田地区直轄地すべり対策事業は継続する。

此田地区直轄地すべり事業は、県土の保全、県民の生命や財産を守る
ために必要かつ重要な事業であることから、事業継続を強く要望します。
また、事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められるようお願
いします。

４．長野県への意見聴取結果
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